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小規模宿泊業のための規制緩和に関する要望書	 

 
１．昨今、旅館業法の認可を受けずにマンションや空き家の転貸を反復継続し

て行う無許可宿泊営業が急増しており、取り締まりも行き届いていないこ

とから設備や管理の不備による事故や近隣トラブルが頻発しております。	 
 
２．２０２０年の東京オリンピックを前に東京をはじめ大都市のホテルの供給

不足が声高に叫ばれ、空き家の所有者やシェアリングエコノミー事業者を

対象とする規制緩和の検討がなされていると聞き及びますが、調査による

と想定される不足客室数４５００室に対し既に１万室に及ぶ新規供給が予

定されており、安全基準を満たしていない空き家を無条件で開放しなけれ

ばならないという論拠にはなり得ません。 
 
３．仮に旅館業法を緩和もしくは適用除外したとしても、旅館営業に関連して

遵守すべき建築基準法、都市計画法、食品衛生法、消防法、暴対法、売春

防止法など多岐にわたる関係諸法をすべて適用除外とし、かつ他産業との

整合性を取ることはまず不可能であり、現在業界が協力している宿泊税や

入湯税の徴収、伝染病の予防や処置、テロ対策なども難しくなることから、

運用時には各省庁や地方行政において更なる混乱を引き起こすことは必至

であります。 
 
４．旅館業法が新規参入の一部の事業者には適用されず、既存事業者のみが対

象とされ続けることになるのは著しく公平性を欠くものであると同時に、

利用者の安全を一律に担保できず消費者の混乱を招きます。新規事業者に

対しても求められる安全性は不変であるとの考えから規制緩和には断固反

対し、シェアリングエコノミーの健全な発展のためにも新規参入事業者に

対しても旅館業法（簡易宿所許可を含む）の遵守を強く求めます。 
 
５．我々としては、旅館業法が必要と考えていますが、万一、新規事業者に対

して旅館業法の適用除外、もしくは安全性を著しく欠いた新基準が定めら

れるのであれば、旅館業法は国民の安全のために必要ではないことになる

ので、その場合は旅館業法の全面廃止が成されるべきものと考えます。 
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